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令 和 ４ 年 第 １ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ４ 年 ３ 月 ７ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、令 和 ４ 年 第 １ 回 小

城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、議 員 の 皆 様

に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

 そ れ で は 、こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す 議

案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 ３ 号  小 城 市 個 人 情 報 保 護 条 例 及 び 小

城 市 特 定 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご

ざ い ま す が 、行 政 機 関 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す

る 法 律 等 の 廃 止 に 伴 い 、引 用 規 定 の 改 正 を 行 う た め 、所

要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ４ 号  小 城 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、育 児 休 業 に

関 す る 非 常 勤 職 員 の 取 得 要 件 の 緩 和 及 び 取 得 し や す い

環 境 整 備 を 行 う た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご

ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ５ 号  小 城 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も

の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 で ご ざ い ま す が 、地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関
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す る 法 律 第 4 7 条 の ５ の 規 定 に 基 づ き 、 小 学 校 及 び 中 学

校 に 学 校 運 営 協 議 会 を 設 置 す る こ と に 伴 い 、学 校 運 営 協

議 会 委 員 の 報 酬 を 定 め る た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う

も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ６ 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、国 民 健 康 保 険 税 の 税 率

及 び 税 額 を 見 直 す と と も に 、未 就 学 児 に 係 る 同 税 の 均 等

割 額 の 減 額 措 置 を 図 る た め 、所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も

の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ７ 号  小 城 市 下 水 道 事 業 推 進 委 員 会 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、小 城 市 下 水 道 事

業 推 進 委 員 会 に お い て 、調 査 審 議 す る 事 項 を 追 加 し 、併

せ て 委 員 の 定 数 及 び 任 期 を 変 更 す る た め 、所 要 の 規 定 の

整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 ８ 号  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て で ご

ざ い ま す が 、こ の 工 事 は 、令 和 ３ 年 度  小 城 市 芦 刈 文 化

体 育 館 改 修 （ 機 械 設 備 ） 工 事 で 、 地 方 自 治 法 第 9 6 条 第

１ 項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 、議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご

ざ い ま す 。  

今 回 提 案 し て お り ま す 工 事 は 、建 物 改 修 に 伴 う 給 水 給

湯 、換 気 設 備 、ア リ ー ナ の 空 調 設 備 及 び ト イ レ の 改 修 等

を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  
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契 約 の 方 法 は 、条 件 付 一 般 競 争 入 札 に よ る 契 約 で 、契

約 の 金 額 は 、１ 億 4 , 5 6 8 万 ２ 千 円 、契 約 の 相 手 方 は 、佐

電 工・松 尾 工 業 建 設 共 同 企 業 体  代 表 者  株 式 会 社  佐

電 工  代 表 取 締 役 社 長  永 倉
ながくら

 理 一 郎
り い ち ろ う

で ご ざ い ま す 。  

工 期 は 、 議 会 議 決 の 日 か ら 令 和 ５ 年 １ 月 3 1 日 ま で を

予 定 し て お り ま す 。  

 

続 き ま し て 、予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

  ま ず 、議 案 第 ９ 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正 予

算（ 第 1 5 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 0 億 3 , 5 6 3 万 ４ 千 円 を 追 加 し 、 補 正

後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 6 5 億 9 , 1 9 7 万 ４

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  継 続 費 補 正 で ご ざ い ま す が 、「 都 市 計 画 マ ス

タ ー プ ラ ン 見 直 し 事 業 」の 総 額 と 年 割 額 を 変 更 す る も の

で ご ざ い ま す 。  

第 ３ 表  繰 越 明 許 費 補 正 で ご ざ い ま す が 、「（ 仮 称 ）小

城 フ ッ ト ボ ー ル セ ン タ ー 整 備 事 業 」か ら「 河 川 災 害 復 旧

事 業 」ま で の 2 0 事 業 を 追 加 し 、「 小 城 文 化 セ ン タ ー 施 設

運 営 事 務 」 は 繰 越 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ４ 表  地 方 債 補 正 で ご ざ い ま す が 、「（ 仮 称 ）小 城 フ

ッ ト ボ ー ル セ ン タ ー 整 備 事 業 」か ら「 学 校 給 食 セ ン タ ー

（ 仮 称 ） 改 築 事 業 」 ま で の ７ 事 業 を 追 加 し 、「 庁 舎 防 災
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機 能 強 靭 化 事 業 」 か ら 「 臨 時 財 政 対 策 債 」 ま で の 1 8 事

業 は 限 度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

そ れ で は 、補 正 の 主 な も の に つ い て 、ま ず 歳 出 か ら 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 第 ２ 款  総 務 費 で ご ざ い ま す が 、「（ 仮 称 ）小 城 フ ッ ト

ボ ー ル セ ン タ ー 整 備 事 業 」は 、国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、令

和 ４ 年 度 の 事 業 計 画 の 工 事 請 負 費 を 令 和 ３ 年 度 に 前 倒

し し 、併 せ て 整 備 面 積 の 変 更 に 伴 う 工 事 請 負 費 の 増 額 予

算 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教

諭 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 事 業 」 は 、 新 規 事 業 と し て 、

保 育 士 等 の 処 遇 改 善 の た め に 賃 金 引 上 げ を 行 う 教 育・福

祉 施 設 等 に 対 し 必 要 な 経 費 を 補 助 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で ご ざ い ま す が 、「 県 営 農 業 競

争 力 強 化 基 盤 整 備 事 業 （ 佐 賀 西 部 高 域 地 区 ）」 な ど の 県

営 事 業 負 担 金 や「 農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 」は 、国 の 補 正

予 算 に 伴 い 、後 年 度 の 事 業 計 画 の 負 担 金 を 令 和 ３ 年 度 に

前 倒 し し て 予 算 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 第 ８ 款  土 木 費 で ご ざ い ま す が 、「 社 会 資 本 整 備 総 合

交 付 金 事 業 （ 新 設 改 良 ）」 や 「 橋 り ょ う 補 修 事 業 」 は 、

国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度 の 事 業 計 画 の 工 事 請 負 費 を

令 和 ３ 年 度 に 前 倒 し し て 予 算 を 計 上 す る も の で ご ざ い

ま す 。  
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 第 1 0 款  教 育 費 で ご ざ い ま す が 、「 学 校 給 食 セ ン タ

ー（ 仮 称 ）改 築 事 業 」は 、国 の 補 正 予 算 に 伴 い 、後 年 度

の 事 業 計 画 の 工 事 請 負 費 を 令 和 ３ 年 度 に 前 倒 し し て 予

算 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 以 上 、歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳

入 に つ き ま し て は 、事 務 事 業 に 伴 う 国 庫 支 出 金 、県 支 出

金 、分 担 金 及 び 負 担 金 、諸 収 入 、市 債 の ほ か 、市 税 、地

方 消 費 税 交 付 金 、地 方 交 付 税 、寄 附 金 な ど を 計 上 し 、基

金 繰 入 金 に よ り 財 源 調 整 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 0 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 か

ら 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 , 1 5 0 万 円 を 減 額 し 、補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 1 億 7 , 8 8 6 万 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し て は

県 支 出 金 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

歳 出 に つ き ま し て は 、保 険 給 付 費 、国 民 健 康 保 険 事 業

費 納 付 金 及 び 保 健 事 業 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。 

 

次 に 、 議 案 第 1 1 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

か ら 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 6 8 万 ４ 千 円 を 減 額 し 、補 正 後
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の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 7 , 7 2 1 万 ７ 千 円

と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し て は 、

一 般 会 計 繰 入 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

歳 出 に つ き ま し て は 、後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 2 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）は 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定 予 算

に そ れ ぞ れ 2 5 3 万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ３ 億 2 , 0 9 8 万 ５ 千 円

と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、水 道 管 移 設 補 償 工 事 に 伴 う 負 担 金 を 減 額 し 、手

数 料 及 び 加 入 負 担 金 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。収 益

的 支 出 に つ き ま し て は 、人 件 費 及 び 委 託 料 の 不 用 額 を 減

額 し 、収 支 の 調 整 の た め 予 備 費 を 増 額 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 3 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）は 、収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に 5 , 7 4 3

万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 8 億 3 , 4 5 5

万 ６ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら 2 , 0 1 2 万

１ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 3 億 5 , 8 1 4 万

５ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  
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補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、医 業 収 益 を 減 額 し 、医 業 外 収 益 の 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 関 連 補 助 金 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。収 益 的

支 出 に つ き ま し て は 、給 与 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、国 保 会 計 補 助 金 及

び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 補 助 金 を 増 額 し 、補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 3 , 3 5 7 万 ３ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 4 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ４ 号 ）は 、収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 か ら

1 , 5 6 6 万 １ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 8 億

5 , 4 0 3 万 ９ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら

2 , 2 8 2 万 ６ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 5 億

6 , 8 5 9 万 ８ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 に つ き ま

し て は 、他 会 計 補 助 金 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。収

益 的 支 出 に つ き ま し て は 、資 産 減 耗 費 を 減 額 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 の 既 定 の 予 算 か ら 3 , 0 0 7 万 ２ 千 円 を

減 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 5 億 2 , 8 5 8 万 ９ 千 円 と

し 、 資 本 的 支 出 の 既 定 の 予 算 か ら 5 , 1 2 9 万 ８ 千 円 を 減

額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 2 2 億 4 , 7 5 9 万 ２ 千 円 と す

る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、管 渠 や 浄 化 槽 の 施 工
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実 績 に 伴 い 、資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、企 業 債 及 び 国

庫 補 助 金 等 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。資 本 的 支 出 に

つ き ま し て は 、建 設 改 良 費 を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。 

 

次 に 、 議 案 第 1 5 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 予 算

で ご ざ い ま す が 、予 算 総 額 は 、 2 1 6 億 8 , 7 5 0 万 円 で ご ざ

い ま す 。  

前 年 度 の 骨 格 型 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と 、 プ ラ ス

5 . 0％ 、 1 0 億 2 , 3 0 4 万 ７ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  

第 ２ 表  継 続 費 は 、「 牛 津 駅 前 広 場 整 備 事 業 」 に つ い

て 、事 業 の 総 額 、期 間 、年 割 額 を 定 め る も の で ご ざ い ま

す 。  

第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 は 、「 中 継 セ ン タ ー 搬 送 路 及 び

高 架 橋 防 護 枠 敷 地 借 上 料 」の 期 間 、限 度 額 を 定 め る も の

で ご ざ い ま す 。  

第 ４ 表  地 方 債 は 、「 特 定 地 域 づ く り 事 業 推 進 補 助 事

業 」 か ら 「 借 換 債 」 ま で の 3 9 事 業 に つ い て 、 起 債 の 目

的 、 限 度 額 な ど を 定 め る も の で ご ざ い ま す 。  

そ の ほ か 、 一 時 借 入 金 の 借 入 の 最 高 額 を 1 5 億 円 と 定

め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、新 た に 取 り 組 む も の な ど 、主 な 事 業 に つ い て 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、第 ２ 款  総 務 費 で ご ざ い ま す が 、新 規 事 業 と し
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て 、行 政 手 続 の オ ン ラ イ ン 化 や Ａ Ｉ 、Ｒ Ｐ Ａ を 導 入 す る

た め の「 Ｄ Ｘ
ディエックス

推 進 事 業 」、観 光 人 口 や 交 流 人 口 の 増 大 を

図 る た め の「 地 方 創 生 推 進 交 付 金（ 観 光 振 興 ）事 業 」な

ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、生 活 困 窮 者 に 対 す る

新 た な 自 立 支 援 策 を 開 始 す る た め の「 生 活 困 窮 者 対 策 事

業 」、 認 知 症 の 支 援 体 制 の 充 実 に 向 け て 、 新 た に コ ー デ

ィ ネ ー タ ー の 配 置 や チ ー ム の 設 置 を 行 う た め の「 認 知 症

施 策 推 進 事 業 」、 私 立 保 育 園 の 改 修 費 用 等 に 対 す る 補 助

を 行 う た め の「 保 育 所 等 整 備 補 助 事 業 」な ど を 計 上 し て

お り ま す 。  

第 ４ 款  衛 生 費 で ご ざ い ま す が 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス

ワ ク チ ン を 接 種 す る た め の「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ

ン 接 種 事 業 」、 多 久 小 城 医 療 組 合 の 設 立 に 伴 う 、 人 件 費

負 担 の 追 加 を 含 め た「 新 公 立 病 院 建 設 事 業 」な ど を 計 上

し て お り ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で ご ざ い ま す が 、園 芸 作 物 の 革

新 的 技 術 の 導 入 や 省 エ ネ・省 力 化 の 普 及 の た め の「 園 芸

振 興 対 策 事 業 」、 農 業 用 た め 池 の 劣 化 状 況 評 価 や 地 震 耐

性 評 価 等 を 行 う た め の「 農 業 用 た め 池 維 持 管 理 事 業 」の

ほ か 、新 規 事 業 と し て 、活 用 さ れ て い な い 農 業 用 た め 池

の 災 害 を 未 然 に 防 止 す る た め の「 農 業 用 た め 池 災 害 防 止

事 業 」 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ８ 款  土 木 費 で ご ざ い ま す が 、橋 り ょ う の 長 寿 命 化

修 繕 計 画 の 見 直 し や 経 年 劣 化 し て い る 橋 り ょ う の 補 修
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を 行 う た め の 「 橋 り ょ う 補 修 事 業 」、 牛 津 川 遊 水 地 整 備

に 伴 う 住 宅 移 転 代 替 地 の 設 計 等 を 行 う た め の「 牛 津 川 遊

水 地 事 業 」、 牛 津 駅 前 の 広 場 を 再 整 備 す る た め の 「 牛 津

駅 前 広 場 整 備 事 業 」の ほ か 、新 規 事 業 と し て 、都 市 公 園

施 設 の 長 寿 命 化 計 画 を 作 成 す る た め の「 公 園 施 設 長 寿 命

化 事 業 」、 過 疎 地 域 に 指 定 さ れ た 芦 刈 町 へ の 定 住 促 進 住

宅 取 得 奨 励 金 を 交 付 す る た め の 「 移 住 ・ 定 住 対 策 事 業 」

な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ９ 款  消 防 費 で ご ざ い ま す が 、芦 刈 町 消 防 団 の 拠 点

と な る 格 納 庫 を 整 備 す る た め の「 消 防 施 設・設 備 整 備 事

業 」 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 0 款  教 育 費 で ご ざ い ま す が 、2 0 2 4 年 に 開 催 さ れ

る 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 等 の 実 行 委 員 会 の 運 営 経 費 と し て

の「 2 0 2 4 年 国 民 ス ポ ー ツ 佐 賀 大 会 等 開 催 事 業 」、給 食 セ

ン タ ー 建 設 に 伴 う モ ニ タ リ ン グ や 周 辺 整 備 を 行 う た め

の 「 学 校 給 食 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 改 築 事 業 」、 芦 刈 文 化 体

育 館 の 改 修 工 事 を 行 う た め の「 体 育 施 設 管 理 事 業 」な ど

を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で ご ざ い ま す が 、 令 和 ３ 年 度 か

ら 継 続 し て 実 施 す る「 小 城 岩 蔵 工 業 団 地 線 災 害 復 旧 事 業 」

な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

 

続 き ま し て 、 歳 入 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

第 １ 款  市 税 で ご ざ い ま す が 、令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 は 、

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 考 慮 し 、減 収 を 見 込
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ん で お り ま し た が 、そ の 影 響 は そ れ ほ ど 見 受 け ら れ な か

っ た た め 、令 和 ４ 年 度 の 市 民 税 は 、個 人 及 び 法 人 と も に

平 年 ベ ー ス を 基 本 に 見 込 ん で お り ま す 。  

第 1 0 款  地 方 交 付 税 で ご ざ い ま す が 、 地 方 交 付 税 の

財 源 と な る 国 税 の 法 定 率 分 の 増 加 等 を 見 込 ま れ た 国 の

地 方 財 政 計 画 を 踏 ま え 、普 通 交 付 税 は 前 年 度 か ら 増 収 を

見 込 ん で お り ま す 。 一 方 で 、 相 互 関 係 に あ り ま す 第 2 1

款  市 債 の う ち 臨 時 財 政 対 策 債 は 、地 方 交 付 税 の 増 収 見

込 み を 踏 ま え 、 前 年 度 か ら 減 収 を 見 込 ん で お り ま す 。  

そ の 他 の 歳 入 で ご ざ い ま す が 、各 事 務 事 業 に 伴 う 国・

県 支 出 金 、分 担 金 及 び 負 担 金 、市 債 な ど を 計 上 し 、財 源

調 整 と し て 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 を 計 上 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 6 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 予 算 で す が 、予 算 総 額 は 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 8

億 3 , 7 9 2 万 ９ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

前 年 度 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と プ ラ ス 0 . 1％ 、 4 8 3

万 ６ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  

主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、国 民 健 康 保 険 税 、

県 支 出 金 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 計 上 し 、歳 出 で は 、保 険

給 付 費 及 び 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 を 計 上 し て お り

ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 7 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医



12 

療 特 別 会 計 予 算 で す が 、予 算 総 額 は 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

６ 億 1 , 6 7 5 万 ４ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

前 年 度 の 当 初 予 算 と 比 較 し ま す と プ ラ ス 7 . 5 ％ 、

4 , 2 8 1 万 ７ 千 円 の 増 と な っ て お り ま す 。  

主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、後 期 高 齢 者 医 療

保 険 料 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 計 上 し 、歳 出 で は 、後 期 高

齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 8 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

予 算 で す が 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 総 額 は 、そ れ ぞ れ ３

億 1 , 7 2 0 万 ９ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、給 水 収 益 、受 取 利 息 及 び

配 当 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、佐 賀 西 部 広 域 水 道 企 業 団

か ら の 受 水 費 、施 設 の 維 持 管 理 費 、固 定 資 産 の 減 価 償 却

費 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、 一 般 会 計 出 資 金 、

工 事 負 担 金 と し て 1 , 3 7 8 万 ９ 千 円 を 計 上 し て お り ま す 。 

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、配 水 管 布 設 替 え 等 の 建 設

改 良 費 、 企 業 債 の 償 還 金 な ど 9 , 9 2 3 万 ２ 千 円 を 計 上 し

て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 9 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

予 算 で す が 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 総 額 は 、そ れ ぞ れ 1 3

億 4 , 3 8 1 万 ８ 千 円 で ご ざ い ま す 。  
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収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、入 院 収 益 、外 来 収 益 な ど

の 医 業 収 益 、預 金 利 息 や 不 採 算 地 区 病 院 の 運 営 に 要 す る

経 費 な ど の 他 会 計 負 担 金 な ど 医 業 外 収 益 を 計 上 し て お

り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、給 与 費 、薬 品 等 の 材 料 費

な ど の 医 業 費 用 、企 業 債 の 支 払 利 息 、消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 な ど の 医 業 外 費 用 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、企 業 債 の 元 金 に 係

る 一 般 会 計 負 担 金 、医 療 機 器 整 備 の た め の 出 資 金 な ど の

総 額 と し て 2 , 0 5 4 万 ６ 千 円 を 計 上 し て お り ま す 。  

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、超 音 波 診 断 装 置 等 の 医 療

用 機 器 を 購 入 す る た め の 建 設 改 良 費 、企 業 債 の 償 還 金 な

ど の 総 額 と し て 4 , 3 2 4 万 ３ 千 円 を 計 上 し て お り ま す 。  

な お 、資 本 的 収 入 で 不 足 す る 額 は 、過 年 度 損 益 勘 定 留

保 資 金 で 補 て ん す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 0 号  令 和 ４ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 予 算 で す が 、収 益 的 収 入 の 総 額 に つ き ま し て は 、1 8 億

9 , 6 1 1 万 １ 千 円 、収 益 的 支 出 の 総 額 に つ き ま し て は 、 1 6

億 2 , 1 0 7 万 ６ 千 円 で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、下 水 道 使 用 料 、集 団 整 備

事 業 負 担 金 、 他 会 計 補 助 金 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

収 益 的 支 出 に つ き ま し て は 、施 設 の 維 持 管 理 費 、固 定

資 産 の 減 価 償 却 費 、企 業 債 利 息 の 償 還 金 な ど を 計 上 し て

お り ま す 。  
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次 に 、資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、９ 億 7 , 9 6 2 万 ４ 千

円 、 資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、 1 7 億 4 , 9 0 3 万 ７ 千 円

で ご ざ い ま す 。  

資 本 的 収 入 に つ き ま し て は 、 企 業 債 、 他 会 計 補 助 金 、

国・県 補 助 金 、受 益 者 負 担 金・分 担 金 な ど を 計 上 し て お

り ま す 。  

資 本 的 支 出 に つ き ま し て は 、下 水 道 管 渠 、処 理 場 及 び

合 併 浄 化 槽 等 の 建 設 改 良 費 、企 業 債 元 金 の 償 還 金 な ど を

計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、企 業 債 に つ き ま し て は 、公 共 下 水 道 事 業 、特 定

環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 、農 業 集 落 排 水 事 業 及 び 浄 化 槽

事 業 の 建 設 改 良 に つ き ま し て 起 債 の 目 的 、限 度 額 等 を 定

め る も の で ご ざ い ま す 。  

そ の ほ か 、一 時 借 入 金 の 借 入 の 限 度 額 を ８ 億 円 と 定 め

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 2 1 号  小 城 市 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 に

つ い て で ご ざ い ま す が 、教 育 委 員 会 委 員 の 白 木
し ら き

原
はら

 佳 子
よ し こ

氏 が 令 和 ４ 年 ５ 月 1 5 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の

で 、再 度 任 命 す る た め 、地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に

関 す る 法 律 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、議 会 の 同 意 を 求

め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、諮 問 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  
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ま ず 、諮 問 第 １ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 本 村
もとむら

 直
なお

幹
き

氏 が 、令

和 ４ 年 ６ 月 3 0 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、 再

度 推 薦 す る た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、諮 問 第 ２ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、 人 権 擁 護 委 員 の 鍵 山
かぎやま

 均
ひとし

氏 が 、 令

和 ４ 年 ６ 月 3 0 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、 再

度 推 薦 す る た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、諮 問 第 ３ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 松 尾
ま つ お

 節 子
せ つ こ

氏 が 、令

和 ４ 年 ６ 月 3 0 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、 後

任 の 人 権 擁 護 委 員 と し て 、古 舘
ふるたち

 彰 子
あ き こ

氏 を 推 薦 す る た め 、

人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議 会 の 意 見

を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、諮 問 第 ４ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 に 欠 員 が 生 じ た こ と に

よ り 、 後 任 の 人 権 擁 護 委 員 と し て 、
ひ

口
ぐち

 浩
ひろし

氏 を 推 薦

す る た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議

会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  
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続 き ま し て 、報 告 関 係 議 案 に つ い て 御 報 告 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 報 告 第 １ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ い ま す

が 、令 和 ３ 年 1 2 月 1 4 日 、樹 木 の 伐 採 作 業 中 に 、木 の 枝

が 車 道 を 走 行 中 の 相 手 方 車 両 に 接 触 し 、車 両 を 損 傷 さ せ

た も の で 示 談 が 成 立 し 、小 城 市 長 の 専 決 処 分 事 項 の 指 定

に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、令 和 ４ 年 ２ 月

１ 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の で 、地 方 自 治 法 第 1 8 0 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ き

ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議

の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し

て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


